
秘密保持誓約書

　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、千葉県（以下「甲」という。）が実施する「次期千葉県防災情報システム構築及び運用保守業務に係る情報提供依頼」（以下「本情報提供依頼」という。）への参加に際し、以下のとおり秘密保持誓約書を提出する。

（秘密保持の範囲）
第１条 本誓約書において秘密情報とは、次に掲げるものをいう。
（１）本情報提供依頼に関して甲から乙に開示される情報開示する情報又は提供する媒体（文書、図形、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク及びこれらを蓄積したコンピュータシステム等を含む、以下同じ。）に記録されているすべての情報。
（２）甲が乙に提供する情報又はアクセスを許可した媒体（コンピュータシステム等への電気通信回路等を経由した接続利用を含む、以下同じ。）に記録されている情報であって、甲の技術上及び業務上の秘密性を有する一切の情報（甲が保有する個人情報に関する一切の情報を含む。）が含まれるもの。
２ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密の表示又は明示の有無を問わず、本誓約書にいう秘密情報に当たらないものとする。
⑴ 乙が甲から開示された時点で既に合法的に知得していたか、又は公知の情報
⑵ 乙が甲から開示を受けた後、乙の故意又は過失によらず公知となった情報
⑶ 乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報

（秘密情報の使用制限）
第２条 乙は、甲が開示した秘密情報について、適正に保管管理し、その秘密を保持しなければならない。
２ 乙は、本情報提供依頼に必要な作業を実施する自己の役員及び従業員以外に、甲が開示した秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
３ 乙は、本情報提供依頼に必要な作業を実施する目的にのみ秘密情報を使用するものとし、他の用途に使用してはならない。
４ 前２項の規定にかかわらず、法令又は裁判所の指示等により秘密情報の開示を要求された場合には、乙は、要求の範囲内において当該秘密情報を開示できるものとする。ただし、開示後に開示した旨を甲に通知するものとする。

（損害賠償）
第３条 乙が前条のいずれかに違反した場合又は甲の秘密を漏えいしたことが明らかになった場合には、乙は、甲に直接生じた通常の損害及び甲が第三者から乙による当該違反行為又は漏洩行為について賠償請求を受けた場合の損害の範囲について、賠償の責を負うものとする。

（秘密情報の廃却）
第４条 乙は、甲から要請された場合又は本情報提供依頼が終了して秘密情報を保有する必要が無くなった場合には、秘密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品を、乙の責任において速やかに適切な廃却処分を行うものとする。


（秘密保持義務の継続）
第５条 乙は、本情報提供依頼への参加に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本情報提供依頼が完了した後も、また同様とする。

（関係者の遵守の徹底）
第６条 乙は、本情報提供依頼への参加のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員に、本誓約書の内容を遵守させるものとする。

（協議）
第７条 本誓約書に定めのない事項または本誓約書に定めた各条項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。
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